
 - 1 -

 

第１回（仮称）門真市立第五中学校区小学校基本設計等業務委託事業者選定委員会 

会議録（議事要旨） 

 

令和６年 10 月４日 

 

会 議の名称       
第１回（仮称）門真市立第五中学校区小学校基本設計等業務委託事業者選定

委員会 

開 催 日 時       令和６年 10 月４日（金） 午前 10 時 00 分から午前 10時 50 分まで 

開 催 場 所       門真中町ビル ２階 会議室 C 

出 席 者 非公開【出席人数 ５人／全５人中】 

議 題       
（内   容） 

◎ 委員長及び副委員長の選出について 

◎ 諮問 

◎ 会議の公開・非公開の決定について 

◎ 会議録の作成方法について 

◎ 募集要項等について 

◎ 審査について 

◎ 今後の予定、次回日程 

傍 聴 定 員       －（非公開のため） 

担 当 部 署       
（事 務 局） 

（担当課名）門真市教育委員会 教育部 教育企画課 

（電  話） 06-6902-5779（直通） 
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会議記録 
（議事内容） 

 

【会議の要旨】 

※審議会等の会議の公開に関する指針」第８条第２項により、会議の議事

要旨を公表するものです。 

 

◎ 委員長及び副委員長の選出について 

 本委員会の委員長及び副委員長を選出しました。 

 

◎ 諮問 

 市長より委員長へ諮問を行いました。 

 

◎ 会議の公開・非公開について 

 本委員会の公開・非公開について審議し、非公開としました。 

（理由） 

会議を公開することにより、当該法人等の競争上の地位、財産権その他

正当な利益を害するおそれがあるとともに、率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じ

させるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼす

おそれがあるため。 

 

◎ 会議録の作成方法について 

本委員会の会議録は、「門真市情報公開条例」の不開示情報に該当する情報

について十分に配慮した上で、全文筆記で作成し、「審議会等の会議の公開に

関する指針」第８条第２項に基づき、各回の会議終了後２週間以内に議事の

要旨を公表し、全ての審議事項が終了後、会議録を速やかに公開することと

しました。 

 

◎ 募集要項等について 

事務局から事業の概要等について説明し、提案通りに進めることとなりま

した。 

 

◎ 審査について 

 事務局から審査の進め方及び審査基準について説明し、提案通りに進める

こととなりました。 

 

◎ 今後の予定、次回日程 

第２回選定委員会の開催日については、令和７年２月下旬で今後調整を行

うこととなりました。 

 

会 議 録 
公開予定日 

令和７年３月 

※第２回（仮称）門真市立第五中学校区小学校基本設計等業務委託終了後 

 


